
1 
 

大会シンポジウム 座長解題 

農林業問題研究への多様な接近 
―都市と農村における混在化した地域資源の発掘と持続的利用― 

 

藤本 髙志 1)*  

 
Diverse Approaches to the Study of Agricultural and Forestry Issues: The Discovery 

and Sustainable Use of Local Resources in Rural–urban Fringe 
 

Takashi Fujimoto 1) 

1．はじめに 

今大会シンポジウムでは，前大会に引き続き，テ

ーマ「農林業問題研究への多様な接近: 地域資源の

発掘と持続的利用」を設定している．今大会では，

都市と農村における混在化した地域資源に注目する． 
都市的地域に分類される市区町村の耕地面積は，

日本の総耕地面積の 27.2％に達する 1．このような

なかで，2014 年の都市再生特別措置法の一部改正に

より，農地が緑のインフラとして明確に位置付けら

れた．2015 年には，都市農業基本法が施行された．

以上のように，日本の耕地の少なくない部分が都市

的地域に位置するなかで，都市農業が注目される時

代背景を考えれば，都市活動と農村活動が混在する

地域資源の利用に関する見解を示すことは，地域農

林経済学会に課された使命と言えよう． 
以下では，都市活動と農村活動が混在する地域農

業資源の利用をめぐる状況について整理し，秋田典

子氏（千葉大学），八木洋憲氏（東京大学），野田岳

仁氏（法政大学）の報告の位置づけを述べる． 

2．macro-mezzo-micro 

日本の経済成長期，市街地の外延的拡大によって，

都市活動と農村活動が混在する領域が，市街地を取

り巻くように生じた．この領域を，以降，都市化地

域と表現する．都市化地域の農業資源の利用を考え

る場合，マクロ（macro），ミクロ（micro），そして

両者をつなぐメゾ（mezzo）の視点が必要だろう． 
マクロ的視点とは，政府が，社会の厚生水準の最

大化を目的に，地域農業資源の利用を計画する視点

である．地域農業資源は，農業の生産要素であると

同時に，市民の緑資源でもある．したがって，都市

計画のなかに，地域農業資源を位置づけるための検

討が必要であろう． 
ミクロ的視点とは，農業経営体が，地域農業資源

を制約条件に，利益の最大化を実現する視点である．

都市化地域において，健全な農業経営が維持されれ

ば，市民の緑資源でもある地域農業資源が保全され

ることになる． 
メゾ的視点とは，地域農業資源の共同利用権を有

するコミュニティが，農業の利益と市民の効用の双

方を考慮し，地域農業資源の利用を考える視点であ

る．農村には，農道や水路など地域農業資源を共有

したように，公・私のインターフェイスとしての共

の領域がある（磯辺, 2000: p.226）．メゾ的視点は，

公と私をつなぐ諸関係を考える共的な視点である．  

3．マクロ的視点 

マクロ的視点からは，地域農業資源を都市計画に

位置付けることが求められる． 
（1）市街地の拡大抑制 

2000 年以前，日本の人口が，増加するとともに，
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都市へと集中した．そして，DID 面積が増加すると

同時に，DID 人口密度が低下した．すなわち，市街

地が，拡散すると同時に，低密度化した．そして現

在，人口減少の局面に入り，多くの都市において，

人口の低密度化が加速し，買い物難民に代表される

利便性の低下が懸念されている． 
そこで，コンパクトシティを実現するため，一方

では，まちなかへの居住誘導が，他方では，それを

実現するため，都市化地域における農地保全による，

市街地拡散の抑制が，政策課題となっている．しか

し，それとは裏腹に，農地の転用面積は，2011 年を

底に，減少から増加に転じている（農林水産省, 
2022）．すなわち，一方では，農地転用による市街地

拡散が進み，他方では，空き家の増加による市街地

のスポンジ化が進んでいる． 
（2）立地適正化計画制度と都市農業振興基本法 
コンパクトシティを実現する手段として，2014 年，

立地適正化計画制度が創設され，都市計画運用指針

（令和 4 年 4 月）は「居住誘導区域外においても，

都市全体のみどりやグリーンインフラの在り方を踏

まえて当該区域を緑地や農地として活用する，・・・」

としている．また，「市街化区域において農林漁業と

調和した良好な都市環境の形成に資する一団の農地

等については，・・・，生産緑地地区に指定し適正な

保全を図るべき」としている．地域農業資源が，都

市の緑のインフラとして，明確に位置付けられたと

言える． 
2015 年には，都市農業振興基本法が施行された．

そして「国及び地方公共団体は，・・・，都市農業の

ための利用が継続される土地に関し，・・・，土地利

用の規制その他の措置が実施されるために必要な施

策を講ずる（第 13 条）」としている．また，「国及び

地方公共団体は，・・・，都市農業のための利用が継

続される土地に関し，必要な税制上の措置を講ずる

（第 14 条）」としている．都市的地域における計画

的な農地保全と，そのような農地への課税の減免を

検討すべきとしている． 
立地適正化計画制度が目指すまちは，人口密度が

高い市街地を農のグリーンベルトが囲むようなまち

である．それに対して，第１報告者の秋田氏は，都

市住民にとっての地域農業資源の価値を緑資源とし

ての価値に矮小化するのではなく，都市と農村が混

在するエリアを計画されなかった田園都市とみなせ

ないだろうか？農と住の混在あるいは食住近接が近

代都市の理想郷ではないだろうか？と主張する． 

3．ミクロ的視点 

ミクロ的視点からは，農業経営の持続的発展によ

る地域農業資源の保全が求められる． 
（1）営農が困難になった農地の行方 
市街化区域内農地は，高齢化などにより営農が困

難になったとき，都市用地に転用されるだろう．こ

こで問題となるのは転用先である．大阪圏（京都府，

大阪府，兵庫県，奈良県）では，住宅用地への転用

が 27.0％にすぎず，49.5％がその他業務用地に転用

されている（農林水産省, 2022）．なかでも，駐車場・

資材置場や再生可能エネルギー発電施設への転用が

目立つ． 
市街化調整区域内農地など，都市用地への転用が

難しい農地は，営農が困難になったとき，耕作放棄

される可能性がある．都市的地域における耕作放棄

地面積率は，2010 年，13.7％で，平地農業地域の耕

作放棄地面積率の約２倍である（農林水産省, 2013）． 
（2）農業経営の持続的発展と地域農業資源の保全 
営農が困難になった農地は，耕作放棄されるか，

駐車場や資材置き場など都市環境を悪化させる土地

へと転用されてきた．このことへの反省から，都市

化地域において，農業経営が持続するための施策を

講じ，緑資源でもある農地を保全する必要があろう． 
例えば，消費者が近いという優位性を生かした，

経営の多角化が考えられる．農産物加工，農産物直

売，貸農園・体験農園，観光農園，農家民宿，農家

レストランなど農業生産関連事業を行っている経営

体の割合を農業地域類型間で比較すれば，都市的地

域が 23.3％と最も高い（農林水産省, 2017）． 
また，水田経営の規模拡大による持続的発展が求

められる．経営耕地総面積に対する稲を作った田面

積の割合は，全国平均が 44.0％であるのに対して，

東京圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県）では

56.0％，大阪圏（京都府，大阪府，兵庫県，奈良県）

では 65.6％である（農林水産省, 2017）．一方，担い

手への農地集積率 （2021 年 3 月末）2は，全国平均

が 58.0％であるのに対して，東京圏は 28.0％，大阪

圏は 22.2％である（農林水産省, 2021b）．すなわち，

大都市圏においては，水田農業のウェイトが高いに

も関わらず，担い手への農地集積が遅れている． 
それに対して，第２報告者の八木氏からは，水田

経営が，農地集積を進め，効率的・持続的であるた
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めの組織と戦略について示される．具体的には，家

族経営や集落営農など，望ましい組織形態とは？従

業員，地権者，出資者など，水田経営を取り巻くス

テーク・ホルダーのマネージメントのあり方とは？

の問いに答える． 

4．メゾ的視点 

メゾ的視点からは，地域農業資源の共同的利用権

の再構築が求められる． 
（1）ローカル・コモンズからリージョナル・コモン

ズへ 
経営耕地面積に対する稲を作った田面積の割合を，

農業地域類型間で比較すれば，都市化地域において

最も高い 3．このように，都市化地域においては，土

地利用の中心となるのは水稲であるため，農業の維

持のためには，水資源の利用が要となる．都市化地

域においては，土地利用の中心となるのが水稲であ

るため，農業の維持のためには，水資源の利用が要

となる．慣行水利権はローカル・コモンズである．

ムラの水利組合員が水を排他的に共同利用し，水利

組合員の出役により水利施設を共同管理してきた．

しかし，水利組合員の高齢化や土地持ち非農家の増

加 4により，水利施設の管理が困難になりつつある． 
そこで，水利権を，地域住民に開かれた，リージ

ョナル・コモンズとみなせないだろうか？慣行水利

権を，東郷 (2003)が指摘するように 5，非農家を含

む市民一般の親水権とへと拡大できれば，どうであ

ろうか？例えば，滋賀県における魚のゆりかご水田

プロジェクト 6 に見られるように，水利施設の管理

の担い手を，ムラの水利組合に限定せず，自治会，

都市住民，NPO，学校 PTA などより広く考えるこ

とが可能かもしれない．地域農業資源にリージョナ

ル・コモンズの考えを導入した施策が，2007 年に導

入された，農地・水・環境保全向上対策である（現

在は，多面的機能支払にリニューアル）．都市的地域

では，農業用排水路の保全活動を都市住民と連携し

て取り組んだ集落割合は 4.4％と，平地農業地域の

2.5％，中間農業地域の 2.0％，山間農業地域の 0.9％
と比較して高い（農林水産省, 2017）． 
（2）財産権は権利の束 
自然資源の財産権は，アクセス権（Right of 

access），利用権（Right of withdrawal），管理権

（Right of management），潜在的利用者の排除権

（Right of exclusion），処分権（Right of alienation）

など権利の束である（Schlager and Ostrom, 1992)．
慣行水利権，入会権，漁業権にみられるように，そ

れら権利の一部を特定の集団に認めることで，自然

資源は持続的に利用されてきた． 
同様に，第３報告者の野田氏は，水場を取り上げ，

地元住民が，日々の利用や管理として対象に働きか

けかけることで生じる権利を社会的権利と呼び，社

会的権利を認めることが，誰もが利用しやすい水場

をつくることを示す． 

注 

1 農林水産省による農業地域類型一覧表（平成 29 年改訂; 
https://www.maff.go.jp/j/tokei/chiiki_ruikei/setsumei.html
）と農林水産省（2021a）による市区町村別耕地面積を用

い，都市的地域の耕地面積を集計した． 
2 担い手への集積率＝(認定農業者，基本構想水準到達者，認

定新規就農者，集落営農経営が所有権，利用権，作業受託に

より経営する農地面積)÷農地面積． 
3 経営耕地総面積に対する稲を作った田面積の割合は，全国平

均が 44.0％であるのに対して，都市的地域では 53.5％であ

る（農林水産省, 2017）． 
4 都市的地域では，農家の 69.3％が土地持ち非農家数である

（農林水産省, 2017）． 
5 東郷（2003）は，「慣行水利権は，非農家を含む住民一般の

親水権と呼ぶべきものと拡大し，景観を含めた地域の水環境

の汚染・破壊に住民が連帯して対抗するための「盾」の役割

を果たすことが期待されうる」としている． 
6 滋賀県（2018）によると，魚のゆりかご水田プロジェクト

とは以下のとおり．琵琶湖の湖魚は，春になると産卵のため

に湖辺の田んぼへと遡上し，産卵する．しかし，ほ場整備が

進められ，乾田化のために水路を深くしたことから，湖魚が

田んぼに遡上しにくい環境となった．そこで，湖魚が田んぼ

へ遡上できるように，堰上式魚道を水路に設置し，水路の水

位を階段状に田んぼの高さまで上げる． 
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